
４．四半期損益計算書
（単位：百万円）

1,261,902 1,277,118

937,112 942,834

( う ち 保 険 料 ) ( 936,998 ) ( 942,707 )

292,118 298,983

( う ち 利 息 及 び 配 当 金 等 収 入 ) ( 158,438 ) ( 164,721 )

( う ち 有 価 証 券 売 却 益 ) ( 117,942 ) ( 100,943 )

( う ち 特 別 勘 定 資 産 運 用 益 ) ( 4,157 ) ( 21,922 )

32,671 35,300

1,091,898 1,090,796

588,799 702,359

( う ち 保 険 金 ) ( 193,917 ) ( 193,162 )

( う ち 年 金 ) ( 139,708 ) ( 213,918 )

( う ち 給 付 金 ) ( 130,846 ) ( 122,180 )

( う ち 解 約 返 戻 金 ) ( 105,391 ) ( 107,789 )

( う ち そ の 他 返 戻 金 ) ( 17,578 ) ( 63,848 )

329,787 239,630

329,662 239,521

124 109

45,932 21,520

( う ち 支 払 利 息 ) ( 750 ) ( 819 )

( う ち 有 価 証 券 売 却 損 ) ( 19,961 ) ( 13 )

( う ち 有 価 証 券 評 価 損 ) ( 655 ) ( 39 )

資 産 運 用 費 用

責 任 準 備 金 繰 入 額

社 員 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額

保 険 金 等 支 払 金

責 任 準 備 金 等 繰 入 額

経 常 費 用

そ の 他 経 常 収 益

保 険 料 等 収 入

資 産 運 用 収 益

経 常 収 益

平成２５年度 平成２６年度
第１四半期累計期間

平成25年 6月30日まで 平成26年 6月30日まで

金      額 金      額

第１四半期累計期間
平成25年 4月 1日から 平成26年 4月 1日から

科 目

期 別

( う ち 有 価 証 券 評 価 損 ) ( 655 ) ( 39 )

( う ち 金 融 派 生 商 品 費 用 ) ( 16,356 ) ( 12,205 )

83,975 82,480

43,402 44,805

170,004 186,322

90 0

21 0

69 ―――

28,523 51,384

307 420

2,908 696

――― 0

25,036 49,997

270 270

141,571 134,937

*1 24,355 16,877

24,355 16,877

117,216 118,060

（注） *1　法人税及び住民税には、法人税等調整額を含んでいます。

四 半 期 純 剰 余

法 人 税 及 び 住 民 税

法 人 税 等 合 計

税 引 前 四 半 期 純 剰 余

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額

社 会 厚 生 事 業 増 進 助 成 金

偶 発 損 失 引 当 金 繰 入 額

特 別 損 失

固 定 資 産 等 処 分 損

減 損 損 失

偶 発 損 失 引 当 金 戻 入 額

特 別 利 益

固 定 資 産 等 処 分 益

経 常 利 益

事 業 費

そ の 他 経 常 費 用
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注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

平成２６年度第１四半期会計期間末 

１．当第１四半期累計期間より、「退職給付に関する会計基準」（平成２４年５月１７日 企業会計基準委員会）およ

び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（平成２４年５月１７日 企業会計基準委員会）に基づき、退職給付見

込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準に変更しております。 

これに伴い、当第１四半期累計期間の期首の剰余金が２,７５２百万円増加しております。また、当第１四半期累計

期間の経常利益および税引前四半期純剰余は２０１百万円減少しております。 

２．四半期特有の会計処理 

（１）四半期貸借対照表については、前年度の剰余金処分案が７月２日の総代会にて承認されることを前提としており

ます。 

（２）税金費用については、当第１四半期累計期間を含む会計年度の税引前当期純剰余に対する税効果会計適用後の実

効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純剰余に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税及び住民税に含めて計算しております。 

３．責任準備金には、保険業法施行規則第６９条第５項の規定に基づき、平成８年４月１日以前に契約締結した個人年

金保険契約について、予定利率２.７５％を用いて保険料積立金を計算したことにより生じた差額を追加して積み立て

ることとしたもの（平成１９年度から３年間にわたる積立てを完了。なお、年金開始する契約の年金開始後部分は、

平成２２年度以降も年金開始の都度積立て）が含まれております。 

４．社員配当準備金の異動状況は次のとおりであります。 

当期首現在高 ２７０,０２３百万円

前期剰余金よりの繰入予定額 １５８,０９４百万円

当第１四半期累計期間社員配当金支払額 ６５,６３１百万円

利息による増加等 １２１百万円

当第１四半期会計期間末現在高 ３６２,６０７百万円

５．７月２日の総代会にて承認された定款変更を受け、保険業法第６０条の規定により基金を６０,０００百万円募集し、

８月７日に払込みが完了しております。 

６．基金６０,０００百万円を７月２３日に償却いたしました。 

７．消費貸借契約により貸し付けている有価証券（現金担保付債券貸借取引による有価証券を含む）の貸借対照表価額

は、１,４９６,２１６百万円であります。 

８．その他の負債には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金１００,０００

百万円を含んでおります。 

９．その他の負債には、債券貸借取引に伴う受入担保金２４０,０００百万円を含んでおります。 
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注記事項 

（四半期損益計算書関係） 

平成２６年度第１四半期累計期間 

１．当第１四半期累計期間における減損損失に関する事項は、次のとおりであります。 

（１）資産のグルーピング方法 

保険事業等の用に供している不動産等については、保険事業等全体で１つの資産グループとしております。また、

保険事業等の用に供していない賃貸不動産等および遊休不動産等については、それぞれの物件ごとに１つの資産グル

ープとしております。 

（２）減損損失の認識に至った経緯 

不動産市況の悪化等により、一部の資産グループに著しい収益性の低下または時価の下落が見られたことから、帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。 

（３）減損損失を認識した資産グループと減損損失計上額の固定資産の種類ごとの内訳 

   

用　途 件　数 減　 損　 損　 失（百万円）

土　地 建　物 計

賃貸不動産等 １件 ２０５ － ２０５

遊休不動産等 １０件 ２５２ ２３８ ４９１

合　計 １１件 ４５７ ２３８ ６９６

 

（４）回収可能価額の算定方法 

回収可能価額は、賃貸不動産等については物件により使用価値または正味売却価額を、遊休不動産等については正

味売却価額を適用しております。なお、使用価値については見積乖離リスクを反映させた将来キャッシュ・フローを

２.０９％で割り引いて算定しております。また、正味売却価額については不動産鑑定評価基準に基づく鑑定評価額

等から処分費用見込額を差し引いた価額、または公示価格等を基準にした評価額等をもとに算定しております。 

 

 

- 16 - 明治安田生命保険相互会社




